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１ 平成２４年度決算に基づく健全化判断比率報告書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によ

り，健全化判断比率を次のとおり報告する。

（１）総括表

（単位：％）

区 分
実質赤字

比 率

連結実質赤字

比 率

実質公債費

比 率

将来負担

比 率

平成 24年度決算

健全化判断比率
－ － ８．６ ３０．５

(早期健全化基準) （１４．０５） （１９．０５） （２５．０） （３５０．０）

(財政再生基準) （２０．００） （３０．００） （３５．０） －

注 実質赤字額又は連結赤字額がない場合は，「－」を記載している。

＜参 考＞ 比率の概要

区   分 概      要

実質赤字比率
（一般会計等の実質赤字の比率）

市税，地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源と

している一般会計等について，歳出に対する歳入の不足額

（いわゆる赤字額）を市の一般財源の標準的な規模を表す

標準財政規模の額で除したもの。

連結実質赤字比率
（全ての会計の実質赤字の比率）

市のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して，市全体

としての歳出に対する歳入の資金不足額を，市の一般財源

の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したもの。

実質公債費比率
（公債費等の比重を示す比率）

市の一般会計等の支出のうち，義務的に支出しなければ

ならない経費である公債費や公債費に準じた経費を市の

標準財政規模を基本とした額で除したものの３カ年間の

平均値。

将来負担比率
（地方債残高のほか一般会計等

が将来負担すべき実質的な負債

を捉えた比率）

市の一般会計等が将来的に負担することになっている

実質的な負債にあたる額（将来負担額）を把握し，この将

来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を

控除の上，市の標準財政規模を基本とした額で除したも

の。
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（２）実質赤字比率

ア 一般会計等の実質収支額                  （単位：千円）

会 計 名

歳入総額

Ａ

歳出総額

Ｂ

歳入歳出

差引額

Ｃ(A-B)

翌年度へ

繰り越す

べき財源

Ｄ

実 質

収支額

Ｅ(C-D)

一般会計 12,016,582 11,639,127 377,455 214,941 162,514

貸付資金特別会計 13,952 10,428 3,524 0 3,524

港湾事業特別会計 47,970 37,846 10,124 0 10,124

公共用地先行取得

事業特別会計
0 0 0 0 0

合 計 12,078,504 11,687,401 391,103 214,941 176,162

注 一般会計及び貸付資金特別会計は，会計間の繰入繰出控除後の数値で算定している。

（単位：千円）

イ 標準財政規模 6,989,339
臨時財政対策債発行可

能額を含む。

（単位：％）

ウ 実質赤字比率 － ※実質収支比率 2.52％

注 実質赤字額がない場合は，「－」を記載している。

【算定方法】

実質赤字比率 ウ ＝

ア（※マイナスの場合のみ）

イ
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（３）連結実質赤字比率

ア 一般会計等の実質収支額（再掲）              （単位：千円）

会 計 名

歳入総額

Ａ

歳出総額

Ｂ

歳入歳出

差引額

Ｃ(A-B)

翌年度へ

繰り越す

べき財源

Ｄ

実 質

収支額

Ｅ(C-D)

一般会計等 12,078,504 11,687,401 391,103 214,941 176,162

イ 公営事業会計の実質収支額                 （単位：千円）

会 計 名

歳入総額

Ａ

歳出総額

Ｂ

歳入歳出

差引額

Ｃ(A-B)

翌年度へ

繰り越す

べき財源

Ｄ

実 質

収支額

Ｅ(C-D)

国民健康保険

特別会計
3,643,833 3,643,239 594 0 594

介護保険特別会計 3,215,381 3,197,827 17,554 0 17,554

後期高齢者医療

特別会計
411,177 410,106 1,071 0 1,071

小 計 7,270,391 7,251,172 19,219 0 19,219

ウ 公営企業会計の資金剰余（不足）額             （単位：千円）

事 業 名

流動資産の額

または歳入額

Ａ

流動負債の額

または歳出額

Ｂ

差引額

Ｃ(A-B)

調整額

Ｄ

資金剰余

（不足）額

Ｅ(C-D)

水道事業 885,148 204,752 680,396 0 680,396

公共下水道事業 607,607 603,607 4,000 0 4,000

小 計 1,492,755 808,359 684,396 0 684,396

                                （単位：千円）

ア～ウの合計 879,777

エ 標準財政規模 6,989,339
臨時財政対策債発行可

能額を含む。

（単位：％）

オ 連結実質赤字比率 －
※連結実質収支比率

12.58％

注 連結実質赤字額がない場合は，「－」を記載している。

【算定方法】

連結実質赤字比率 オ ＝

[ア＋イ＋ウ]（※マイナスの場合のみ）

エ
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（４）実質公債費比率                 （単位：千円）

区   分 金 額 備 考

ア
地方債の元利償還金

（公債費充当一般財源額）
935,586

元利償還金 984,517

特定財源 48,931

イ
公営企業債の元利償還金に対

する繰入金
233,950

水道事業   11,920

下水道事業  222,030

ウ
組合等が起こした地方債の元

利償還金に対する負担金
53,120 広島中央環境衛生組合 53,120

エ
公債費に準ずる債務負担行為

に基づく支出額
5,615 毛木農道整備 5,615

オ 一時借入金利子 554
一時借入金利子 127

起債前借利子 427

カ
基準財政需要額に算入された

公債費及び準公債費
747,243

事業費補正 281,714

公債費財政需要額 465,529

キ 標準財政規模 6,989,339 臨時財政対策債発行可能額を含む。

（単位：％）

ク 実質公債費比率（単年度） 7.7
H22 8.9％

H23  9.2％

ケ 実質公債費比率（３か年平均） 8.6 （前年度 9.0％）

【算定方法】

                 

実質公債費比率（単年度） ク ＝

[ア＋イ＋ウ＋エ＋オ]－カ

キ－カ
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（５）将来負担比率                  （単位：千円）

区   分 金 額 備 考

ア 地方債の現在高 10,020,400
一般会計 10,010,226

貸付資金特別会計 10,174

イ
債務負担行為に基づく支出予

定額
3,836 毛木農道整備 3,836

ウ 公営企業債等繰入見込額 4,153,928
水道事業 76,688

公共下水道事業 4,077,240

エ 組合負担等見込額 474,795 広島中央環境衛生組合 474,795

オ 退職手当負担見込額 2,260,236
水道課を除く職員 1,875,119

広島中央環境衛生組合 0

東広島市（消防分） 385,117

カ
設立法人の負債額等負担見込

額
1,722

竹原流通センター 0

広島県信用保証協会 1,722

キ 連結実質赤字額 0
水道事業 0

公共下水道事業 0

ク
組合等連結実質赤字額負担見

込額
0

後期高齢者医療広域連合 0

広島中央環境衛生組合 0

広島県市町総合事務組合 0

ケ 充当可能基金残高 4,860,655
財政調整基金 1,984,547

減債基金等 2,876,108

コ 充当可能特定収入 406,330
住宅使用料等 320,155

貸付金元金償還金等 86,175

サ 基準財政需要額算入見込額 9,740,612
事業費補正見込額 3,422,628

公債費需要算入見込額 6,317,984

シ 標準財政規模 6,989,339 臨時財政対策債発行可能額を含む。

ス
基準財政需要額に算入された

公債費及び準公債費
747,243

事業費補正 281,714

公債費財政需要額 465,529

（単位：％）

セ 将来負担比率 30.5 （前年度 34.0％）

【算定方法】

将来負担比率 セ＝
[ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク]－[ケ＋コ＋サ]

シ－ス
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２ 平成２４年度決算に基づく資金不足比率報告書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に

より，資金不足比率を次のとおり報告する。

（１）総括表

（単位：％）

区  分
平成２４年度決算

資金不足比率
（経営健全化基準）

水道事業 － （２０．０）

公共下水道事業 － （２０．０）

注 資金不足額がない場合は，「－」を記載している。

＜参 考＞ 比率の概要

区   分 概      要

資金不足比率
（公営企業ごとの資金不足額の

比率）

一般会計等の実質赤字にあたる公営企業会計における

資金不足について，公営企業の事業規模に対する比率を表

したものである。
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（２）法適用企業

① 資金不足（剰余）額                   （単位：千円）

会 計 名

流動負債

Ａ

算入地方債

Ｂ

流動資産

Ｃ

資金不足

（剰余）額

Ｄ(A+B-C)

水道事業会計 204,752 0 885,148 △680,396

注１ 流動負債は，控除未払金等の控除額を除く。

注２ 流動資産は，控除財源等の控除額を除く。

注３ Ｄ欄が△の場合，資金剰余額となる。

② 事業の規模                      （単位：千円）

会 計 名

営業収益の額

Ｅ

受託工事

収益の額

Ｆ

事業の規模

Ｇ(E-F)

備 考

水道事業会計 735,837 232 735,605

③ 資金不足比率                      （単位：％）

水道事業会計 － ※資金剰余比率 92.4％

注 資金不足額がない場合は，「－」を記載している。

【算定方法】

資金不足比率 ③ ＝

Ｄ（※マイナスは，資金剰余額となる。）

Ｇ
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（３）法非適用企業

① 資金不足（剰余）額                   （単位：千円）

会 計 名

歳出額

Ａ

算入地方債

Ｂ

歳入額

Ｃ

資金不足額

（剰余）額

Ｄ(A+B-C)

公共下水道事業

特別会計
603,607 0 607,607 △4,000

注１ 歳入額は，繰越明許費繰越額等に係る額を除く。

注２ Ｄ欄が△の場合，資金剰余額となる。

② 事業の規模

（単位：千円）

会 計 名

営業収益の額

Ｅ

受託工事

収益の額

Ｆ

事業の規模

Ｇ(E-F)

備 考

公共下水道事業

特別会計
163,630 0 163,630

③ 資金不足比率

（単位：％）

公共下水道事業特別会計 － ※資金剰余比率 2.4％

注 資金不足額がない場合は，「－」を記載している。

【算定方法】

資金不足比率 ③ ＝

Ｄ（※マイナスは，資金剰余額となる。）

Ｇ


